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中国産器具・容器包装の取扱いについて

今般、輸入届出において規格に適合する旨の自主検査成績が提示されたナイロン

を主成分とする中国産合成樹脂製割ぽう具についてモニタリング検査を行った結

果、溶出試験の規格（蒸発残留物）に適合しないものであることが判明しました。

ついては、下記に示す当該製品の製造者において製造されたナイロンを主成分と

する器具又は容器包装の輸入届出がなされた場合は、過去の検査成績の有無にかか

わらず、輸入の都度、貨物を保留の上、輸入者に対し、溶出試験の規格に係る自主

検査を実施するよう指導方お願いします。

記

TAIJI INDUSTRY & TRADING CO., LTD.

（違反事例）

１．品 名：ナイロン製カッター

２．生 産 国：中国

TAIJI INDUSTRY & TRADING CO., LTD.３．製 造 者：

４．検査結果：蒸発残留物 39μg/ml溶出（基準：30μg/ml以下）

５．検 疫 所：新潟検疫所（届出受付番号：第51001133950号1欄）

６．輸 入 者：株式会社 アオヤギコーポレーション


